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キャリアコンサルティング相談窓口 管理本部　TEL：042-632-4328

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲

労使協定を締結しているか否か

労使協定の有効期間の終期

派遣労働者の待遇の決定に
係る労使協定を締結している

か否かの別

派遣先の数 15カ所

マージン率 42.4%

・賃金

・派遣労働者の社会保険料(雇用主負担分)
　▽労災保険、雇用保険、厚生年金、健康保険など

　基本的に常用雇用の正社員で、情報処理サービス業務に特化した事業運営

　地域開放型事業所内保育所、えるぼし認定などの女性の活躍推進環境充実

　キャリアアップ支援制度、特定スキルアップ報酬制度などの教育支援制度充実

　奨学金返還支援制度、厚生貸付金制度、持家奨励制度などの福利厚生制度充実

その他参考事項

教育訓練に関する事項 教育コースウェア一覧

労働者派遣に関する料金額の平均額(1日8時間)

マージン率等の情報提供（全社）

・派遣労働者の有給休暇費用
　▽雇用主としての賃金の支払

・教育費・福利厚生費
　▽スキルアップ支援の為の教育費、福利厚生費など

・その他経費
　▽管理部門の人件費、家賃、システムの維持費など

・営業利益

派遣労働者の賃金の平均額 17,747円

マージン率の内訳(マージン率に含まれる派遣事業の運営に必要な主な経費)

対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日

派遣労働者の数 76人

57.6

％

42.4

％

マージン率等の情報提供

(本社)事業所

マージン率等の情報提供

(関西支店)事業所

マージン率等の情報提供

(九州支店)事業所
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